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日本国憲法 
 
第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 
 ○２  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、こ

れを証拠とすることができない。 
 ○３  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を
科せられない。 
 
刑法 
 
（業務上過失致死傷等）  
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 
 
刑事訴訟法 
 
第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、
事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 
 
第九十九条  裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えるこ
とができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。 
 ○２  裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずる

ことができる。 
 
第百三条  公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所か

ら職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収を
することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むこ
とができない。 
 
第百四十三条  裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋
問することができる。 
 
第百四十四条  公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務
上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれ

を尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を
拒むことができない。 
 
第百六十五条  裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。 
 
第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制

の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 
 ○２  捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 
 
第百九十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるとき
は、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている
場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 
 ○２  前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要が
ない旨を告げなければならない。 
 ○３  被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 
 ○４  前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被
疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 
 ○５  被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めること

ができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 
 



第二百二十三条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると
きは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託する
ことができる。 
 ○２  第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 
 
第二百七十九条  裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公

私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 
 
第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名

若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 
一  中略 
二  中略 
三  中略 

 ○２  被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しく
は裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 
 ○３  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期
日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の
規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 
 ○４  鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。 
 
国家公務員法 
 
（秘密を守る義務）  
第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども

同様とする。 
 ○２  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長
（退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長）の許可を要する。 
 ○３  前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むこと
ができない。 
○４  前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、

これを適用しない。以下省略 
 

航空・鉄道事故調査委員会設置法 
 
（目的）  
第一条 この法律は、航空事故及び鉄道事故の原因を究明するための調査を適確に行わせるとともに、

これらの事故の兆候について必要な調査を行わせるため航空・鉄道事故調査委員会を設置し、
もつて航空事故及び鉄道事故の防止に寄与することを目的とする 

 
（事故等調査）  
第十五条  委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及
び手続に準拠して、第三条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。 
 ２  委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることがで
きる。 
 一  航空機の使用者、航空機に乗り組んでいた者、航空事故に際し人命又は航空機の救助に当たつ

た者その他の航空事故等の関係者（以下「航空事故等関係者」という。）から報告を徴すること。 
 二  鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当た
つた者その他の鉄道事故等の関係者（以下「鉄道事故等関係者」という。）から報告を徴すること。 
 三  航空事故事故等の現場その他の必要と認める場所に立ち入つて、航空機、鉄道施設その他の航
空事故に関係のある物件（以下「関係物件」という。）を検査し、又は航空事故等関係者若しくは鉄道
事故等関係者（以下「関係者」という。）に質問すること。 
 四  関係者に出頭を求めて質問すること。 
 五  関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め
置くこと。 
 六  関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止
すること。 



 七  事故等の現場に、公務により立ち入る者及び委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入
ることを禁止すること。 
 ３  委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処

分を、専門委員に同項第三号に掲げる処分をさせることができる。 
 ４  前項の規定により第二項第三号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、
関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
 ５  第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。 
 
（事故等の発生の通報）  
第十六条  国土交通大臣は、航空法第七十六条第一項 若しくは第二項 若しくは第七十六条の二 若し
くは鉄道事業法第十九条 若しくは第十九条の二 の規定により事故等について報告があつたとき、又は

事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。 
 
（関係行政機関等の協力）  
第十八条  委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地
方公共団体の長又は関係する独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第二条
第一項 に規定する独立行政法人をいう。）の長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求め

ることができる。 
 
（罰則）  
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
 一  第十五条第二項第一号若しくは第二号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による報告の徴
取に対し虚偽の報告をした者 
 二  第十五条第二項第三号、同条第三項若しくは第十七条第二項若しくは第四項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者 
 三  第十五条第二項第四号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による質問に対し虚偽の陳述を

した者 
 四  第十五条第二項第五号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による処分に違反して物件を提
出しない者 
 五  第十五条第二項第六号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による処分に違反して物件を保
全せず、又は移動した者 
 
国際民間航空条約 
 
第１条  
（主権） 
締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。 
 
第二十六条 
（事故の調査） 

締結国の航空機が他の締結国の領域で事故を起こした場合において、その事故が死亡もしくは重傷が

伴うとき、又は航空機もしくは航空施設の重大な欠陥を示すときは、その事故が起こった国は、自国の
法令の許す限り国際民間航空機関の勧告する手続きに従って、事故の事情の調査を行うものとする。 
その航空機が登録を受けた国は、調査に立ち会う者を任命する機会を与えられなければならず、調査

を行う国は、その国に対し、その事項に関する報告及び所見を通知しなければならない。 
 
 

国際民間航空条約 第１３付属書 
 
（調査の目的） 
3.1 事故又は重大インシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又は重大インシデントの防止である。
罪や責任を課するのが調査活動の目的ではない。 
 
5.4 事故調査当局は、調査の実施に関し、独立性を有し かつ 制限されない権限を有する。調査は、
入手可能な関連情報の収集、記録及び解析を包含する。可能ならば、原因を決定し、最終報告書を作成



し、必要があれば安全勧告を行う。また、可能ならば、事故現場に赴き、残がいを調査し、関係者から
口述を取らなければならない。 
 
５.4.1 勧告 ― 罪や責任を課するためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書の規定に
基づく調査とは分離されるべきである。 
 
（調整 一 司法当局） 
 5.10 調査実施国は、主管調査官と司法当局との調整の必要性を認識しなければならない。調査を成
功させるためには、遺体の検査と識別及びフライト・レコーダ記録の読み取り等の迅速な記録と解析を

必要とする証拠について、特に注意を払わねばならない。 
 
 注１. このような調整に関する発生国の責任は、5.1 に規定されている。 
 
 注 2. フライト・レコーダ及びその記録の保管に関する調査当局及び司法当局の見解の不一致は、司
法当局者がその記録を読み取り場所に持参し、その保管状態を維持することにより解決されるであろう。 
 
 （記録の開示） 
５.12 事故又はインシデントがいなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調

査又は将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査
実施国は、次の記録を事故又は重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない。 
 a）調査当局が調査の過程で入手したすべての口述 
 b）航空機の運航に関与した者のすべての交信 
 c) 事故又は重大インシデントに関係ある人の医学的又は個人的情報 
 d) コックピット・ボイス・リコーダに記録された音声及びその読み取り記録 
 e）フライト・レコーダの情報を含めて情報の解析において述べられた意見 
 
 これらの記録を最終報告書又はその付録に含めるのは、事故又はインシデントの解析に関係あるとき

のみでなければならない。解析に関係ない部分の記録は、これを開示してはならない。 
 
 注 事故又は重大インシデント調査の間に面接した者から自発的に提供されたものを含む上記の記

録に含まれる情報は、その後の懲戒、民事、行政及び刑事上の処分に不適切に利用される可能性がある。
もしこのような情報が流布されると、それは将来、調査官に対し包み隠さず明らかにされということが
なくなるかもしれない。このような情報を入手できなくなると、調査の過程に支障を来たし、航空の安

全に著しく影響を及ぼすことになる。 


